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大 和 高 田 市 農 業 委 員 会 会 議 録 

 

１．開催日時  平成２８年４月１１日（月）午後３時００分～午後３時３０分 

２．開催場所  大和高田市役所 ３階東会議室 

３．出席委員  （１６名） 

議 席 氏   名 議 席 氏   名 議 席 氏   名 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

松田 榮義 

奥本 正嗣 

寺田  勉 

藤本 佳昭 

高井 信安 

弓場 一郎 

 

７ 

８ 

９ 

１０ 

１１ 

１２ 

 

梅田 昌宏 

稲岡 𠀋介 

水井  豊 

増田 武雄 

森本 輝雄 

藪内 聿彦 

 

１３ 

１４ 

１５ 

１６ 

１７ 

速水  保 

今村平治郎 

中江  彰 

藤岡 秀信 

欠 席 

４．欠席委員  （１名）１７番、中島惠敏 

５．議事日程 

第１ 議事録署名委員の指名 

第２ 会議書記の指名 

第３ 議事案件 

議第１号 農地法第３条第１項規定について申請の件 

議第２号 農地法第４条規定による申請の件 

議第３号 農地法第５条規定による申請の件 

議第４号 農地法第１８条第６項規定について通知の件 

議第５号 その他 

１）生産緑地に係る農業の主たる従事者に関する証明について 

２）専決処分の報告について 

報告第１号 農地法第４条第１項第７号規定による転用届出の件 

報告第２号 農地法第５条第１項第６号規定による転用届出の件 

３）平成２８年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）について 

６．農業委員会事務局職員 

事務局長    仲川博通 

事務局補佐   龍 節子 

７．会議の概要 

議 長   それでは、定刻になりましたので、ただ今から４月の定例委員会を開催致します。本日の出

席委員は、委員１７名中１６名で定足数に達していますので、総会は成立していることをご報

告致します。 

（会長あいさつ） 

議 長   それでは、議事日程、第１、議事録署名委員の指名についてお諮り致します。私から指名さ

せて頂くことに異議などございませんか。 

（異議なしの声有り） 

議 長   異議なしの声がありましたので、本日の議事録署名委員に１１番、森本委員さんと１２番、

藪内委員さんのお二人を指名致します。続いて議事日程、第２、会議書記の指名には、事務局
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の仲川局長と龍補佐を指名しますので、よろしくお願い致します。 

議 長   それでは、ただ今から議事日程、第３、議事に入ります。まず、議第１号を議題と致します。

事務局から説明をお願いします。 

事務局   それでは、お手元の議案書１ページをお願い致します。議第１号、農地法第３条第１項につ

いて申請の件について説明致します。本件は、農地を農地として耕作するため、交換による所

有権移転及び賃貸借権の設定並びに使用貸借権の設定による移動でございます。番号１番、申

請地、大字松塚□□□番地（田）７２４㎡、借受人、大字松塚□□□□、貸出人、大字松塚□

□□□、賃貸借権の設定による異動で、申請理由は、規模拡大のためでございます。借受人の

耕作地面積は、２,２１７㎡と下限面積は満たしております。場所は、部会現地調査順序表第

□番目、近鉄松塚駅より□□へ約１５０ｍのところであります。番号２番、申請地、大字磯野

□□□番１（田）９８９㎡、借受人、片塩町□□ □、貸出人、磯野町□□□□、使用貸借権

の設定による異動で、申請理由は、規模拡大のためでございます。借受人の耕作地面積は、２,

１３０㎡と下限面積は満たすこととなります。場所は、部会現地調査順序表第□番目、磯野市

営住宅より□へ約１５０ｍのところであります。番号３番、申請地中三倉堂二丁目□□□番３

（田）５４７㎡、譲受人、片塩町□□ □、譲渡人、中三倉堂一丁目□□□□、交換による所

有権の移転でございます。譲受人の耕作地面積は、２,１３０㎡と下限面積は満たすこととな

ります。場所は、部会現地調査順序表第□番目、浮孔小学校より□へ約５０ｍのところであり

ます。番号４番、申請地、中三倉堂二丁目□□□番２（田）５４７㎡、譲受人、中三倉堂一丁

目□□□□、譲渡人、片塩町□□ □、交換による所有権の移転でございます。譲受人の耕作

地面積は、２,８８９．６１㎡と下限面積は満たしております。場所は、部会現地調査順序表

第□番目、浮孔小学校より□へ約５０ｍのところであります。以上、議第１号につきましては

４件の申請で、申請に伴う書類等はいずれも具備致しております。続きまして、今回の申請に

伴い記載された内容について、審査基準の農地法第３条第２項の検討結果について説明させて

頂きます。まず、権利の取得後において、今回取得する農地を含めた、すべての農地を効率的

に利用し、耕作されるかという全部効率利用要件につきましては、それぞれの受人又はその世

帯員の耕作に必要な機械の保有状況、農作業の従事者数等からみて、いずれも現在保有してい

るすべての農地の耕作状況又は管理状況からして、今回取得する農地も含め、今後も引き続き

効率的に利用することが見込まれますので、支障がないものと判断致します。次に、権利の取

得後、耕作に必要な農作業に従事するかという常時従事要件につきましては、それぞれの申請

書に記載されている本人も含めた世帯員等の農作業の従事状況からしても、それぞれの受人は、

取得後も農作業に常時従事することが見込まれます。また、周辺の地域との調和要件につきま

しては、それぞれの申請者又は世帯員等の耕作の内容及び耕作規模からしても、農業上の総合

的利用には、いずれも従来のとおり支障がないものと考えます。以上、今回の案件につきまし

ては、農地法第３条第２項のいずれにも該当しないため、許可用件のすべてを満たすと判断致

します。ご審議よろしくお願い致します。 

議 長   ただ今、事務局からの説明が終わりましたが、この議第１号につきまして何かご意見、ご質

問等ございませんか。 

（なしの声有り） 

議 長   なしとの声がありましたので採決致します。それでは、議第１号、農地法第３条第１項につ

いて申請の件に賛成の方は挙手をお願い致します。 

（全員挙手） 

議 長   全員賛成ですので、議第１号は、委員会処理に決定致します。続いて、議第２号を議題と致
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します。事務局から説明をお願いします。 

事務局   議第２号、農地法第４条規定による申請の件について説明致します。本件は、市街化調整区

域内の自己農地を農地以外の目的に使用するための転用申請でございます。番号１番、申請地、

大字出□□□番５（田）６３㎡及び大字出□□□番３（田）２６７㎡、申請人、大字出□□□

□、転用目的は、農業用倉庫への転用でございます。場所は、部会現地調査順序表第□番目、

出郵便局より□へ約２００ｍのところであります。なお、申請に伴う書類等は具備致しており

ます。以上、議第２号につきましては１件の申請でございます。 

議 長   ただ今、事務局からの説明が終わりましたが、続いて農地部会で現地調査に基づき審議して

頂いておりますので、農地部会長よりその審議結果について報告を願います。 

部会長   それでは、農地部会の審議内容を報告させて頂きます。４条大字出の農業用倉庫への転用の

申請でありますが、農業用倉庫を建て替えするための申請です。届出をせずに倉庫を建てられ

ていた部分を取り壊し、新たに申請して建築されるためです。申請地の現況としては、更地の

状態であり、周囲の状況として東側は住宅、西側は里道と水路、南側は申請者の農地、北側は

申請者の住宅です。東側の農地の□□さんより同意は頂いておられます。コンクリートで土留

めをして造成されます。雨水は西側の水路に排水される計画です。農地部会としては、無断転

用をされてはいましたが、今回是正するための申請でありますので、やむを得ないものと判断

致しました。以上、農地部会での審議結果を報告させて頂きます。ご審議よろしくお願い致し

ます。 

議 長   ただ今、農地部会長より説明のあったとおりですが、続いて、農地法に基づく農地転用許可

基準による検討事項について、事務局から説明をお願いします。 

事務局   大字出の申請につきまして、農地の区分につきましては、周辺の農地が１０ｈa未満で、家

屋が密集した区域の中の農地で、第２種農地と判断致します。まず、資力及び信用につきまし

ては、必要な資金は自己資金でまかなう計画で、金融機関の残高証明書の写しも添付されてお

り、転用の目的を達成する資金として適当であると判断致します。次の、申請に係る用途に遅

滞なく供することの確実性の点につきましては、許可後より着手ということですので確実と考

えます。また、計画面積につきましては、転用目的からして妥当な面積であると判断致します。

以上、ご審議よろしくお願い致します。 

議 長   ただ今、農地部会長並びに事務局からの説明が終わりましたが、議第２号について何かご意

見、ご質問のある方は挙手でお願い致します。 

（なしの声有り） 

議 長   ご質問等がないようですので、採決致します。この議第２号、農地法第４条規定による申請

の件について、賛成の方は挙手をお願い致します。 

（全員挙手） 

議 長   全員賛成ですので、議第２号については、県へ送付することに決定致します。次に、議第３

号を議題と致します。事務局から説明をお願いします。 

事務局   議案書２ページをお願い致します。議第３号、農地法第５条規定による申請の件について説

明致します。本件は、市街化調整区域の農地を売買による所有権移転及び使用貸借権の設定に

より、農地以外の目的に使用するための転用申請でございます。番号１番、申請地、大字吉井

□番１（田）２,０５９㎡、譲受人、奈良市（株）□□□□□□□□、譲渡人、大字西坊城□

□□□、申請地は、売買による所有権移転で、戸建専用住宅への転用申請でございます。場所

は、部会現地調査順序表第□番目、天満診療所より□□へ約３００ｍのところであります。番

号２番、申請地、大字田井□□番５（田）２１３㎡、借受人、香芝市□□□□、貸出人、大字
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田井□□□□、申請地は、使用貸借権の設定により、一戸建専用住宅への転用申請でございま

す。場所は、部会現地調査順序表第□番目、近鉄浮孔駅より□□へ約２５０ｍのところであり

ます。以上、議第３号につきましては２件の申請で、いずれも申請に伴う書類等は具備致して

おります。 

議 長   ただ今、事務局からの説明が終わりましたが、続いて農地部会で現地調査に基づき審議して

頂いておりますので、農地部会長よりその審議結果について報告を願います。 

部会長   それでは農地部会より審議内容の報告をさせて頂きます。大字吉井の戸建専用住宅への転用

についてですが、開発して住宅１０戸を建築される計画で、申請地の現況は休耕されておりま

す。また、周囲の状況は、東側は里道、西側は道路、南側はＪＡの倉庫、北側は水路を挟んで

道路です。排水は、各戸に浄化槽を設け、雨水とともに北側水路に排水されるようです。水利

組合の同意をもらっておられ、農地部会では妥当な申請であろうとの審議結果でした。続いて、

大字田井の戸建専用住宅への転用ですが、両親の近くに家を建てたいための申請で、住宅１戸

を建築する計画です。申請地の現況は畑として耕作されており、周囲は、東側、北側は父親の

農地、南側は道路で、西側は農地で同意は頂いておられます。造成はコンクリートブロックで

土留めし、排水は合併浄化槽を設け雨水と共に南側の水路に排水される計画です。地元水利の

同意も頂いておられましたので、農地部会では妥当な申請であろうとの審議結果でした。以上、

２件の農地部会での審議内容を報告させて頂きました。ご審議よろしくお願い致します。 

議 長   ただ今、農地部会長より説明のあったとおりですが、続いて農地法に基づく農地転用許可基

準による検討事項について事務局から説明をお願いします。 

事務局   それでは説明させて頂きます。大字吉井の申請地ですが、水管、ガス管の埋設された道路に

面した農地で、農地区分は第３種農地と判断致します。まず、資力及び信用につきましては、

必要な資金は融資会社の借入資金でまかなう計画で、資金融資証明書が添付されており、転用

の目的を達成する資金として適当であると判断致します。次に申請に係る用途に遅滞なく供す

ることの確実性の点につきましては、申請者からの聴取によりまして、許可後よりすぐに着手

とのことでありますので確実と考えます。また、計画面積につきましては、転用の目的、事業

規模からしても妥当な面積であると判断致します。続いて、大字田井の申請地ですが、農地区

分は第３種農地と判断致します。まず、資力及び信用につきましては、必要な資金は自己資金

と借入金でまかなう計画で、通帳の写し並びに金融機関の事前審査結果の写しも添付されてお

り、転用の目的を達成する資金として適当であると判断致します。次に申請に係る用途に遅滞

なく供することの確実性の点につきましては、許可後よりすぐに着手とのことですので確実と

考えます。また、計画面積につきましては、転用の目的からしても妥当な面積であると判断致

します。以上、ご審議よろしくお願い致します。 

議 長   ただ今、部会長並びに事務局からの説明が終わりましたが、この議第３号について何かご意

見、ご質問などある方は挙手でお願い致します。 

（なしの声有り） 

議 長   ご意見、ご質問などがないようですので、採決致します。議第３号について、原案のとおり

決定することに賛成の方は、挙手でお願い致します。 

（全員挙手） 

議 長   全員賛成ですので、議第３号は県へ送付することに決定致します。続いて議第４号を議題と

致します。事務局より説明願います。 

事務局   議第４号、農地法第１８条第６項について通知の件について説明致します。本件は、農地の

耕作について、解約が双方で円満に合意成立したことにより、当委員会に通知があったもので
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ございます。番号１番、申請地、大字松塚、□□□番地（田）１,１８１㎡、借受人、大字松

塚□□□□、貸出人、大字松塚□□□□、解約理由は、規模縮小のためでございます。以上、

議第４号につきましては１件の通知でございます。 

議 長   ただ今､事務局からの説明が終わりましたが、この件につきまして、何かご意見ご質問など

ございませんか。何かございましたら挙手でお願い致します。 

（なしの声あり） 

議 長   なしとの声がありましたので、議第４号は事務局処理と致します。 

議 長   次に入ります。議第５号、その他の１番を議題と致します。事務局より説明願います。 

事務局   議案書３ページをお願い致します。議第５号、その他の１番、生産緑地に係る農業の主たる

従事者に関する証明の件について説明致します。本件は､事務処理規定に基づきまして、生産

緑地法における農業の主たる従事者の証明の願い出をされたものであり、市の都市計画課に申

請されます農地の買取り申出の申請書類の一部として、この証明書の添付が必要になるもので

ございます。番号１番、買取り申出の農地、曽大根二丁目□□□番１（田）７９２㎡及び甘田

町□□□番３（畑）８１８㎡、申出者、橿原市東坊城町□□ □、買取り申出事由の生じた者、

田井新町□□ □、買取り申出事由は、死亡のためでございます。なお、その他申請書類は具

備致しております。本件の農業の主たる従事者の確認をするにつきましては、あらかじめ事務

局で証明に伴う調査書により、平成２８年３月２５日に事実確認調査を致しております。また、

本件の調査確認と致しまして、本人が農地基本台帳に登載されていること、また、買取り申出

農地を現地調査により、本人が農地として耕作されている事の確認、さらに、本人が農業に従

事されていたことの確認をしています。以上の審査の結果□□ □さんが、生産緑地法第１０

条に基づく農業の主たる従事者であるとの判断をしています。決定を頂きますと、申出者に証

明書を交付致しますので、ご審議よろしくお願い致します。 

議 長   ただ今、事務局より説明のあったとおりですが､この件について何かご意見、ご質問などの

ある方は挙手でお願い致します。 

（意見、質問なし） 

議 長   ご質問などがないようですので採決致します。それでは、議第５号、その他の１番について

原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願い致します。 

（全員挙手） 

議 長   全員賛成ですので、議第５号、その他の１番については、事務局処理に決定致します。 

議 長   次に入ります。議第５号、その他２番、専決処分の報告について報告第１号及び報告第２号

を議題と致します。事務局より説明を願います。 

事務局   議第５号、その他２番、専決処分の報告についての報告第１号、報告第２号続けて説明致し

ます。本件は、事務処理規定に基づきまして、それぞれの市街化区域農地の転用届出分につい

て専決処理を行ったものの事後報告でございます。なお、今回議案と致しましたのは、いずれ

も平成２８年２月２６日から平成２８年３月２５日までに届出があった案件でございます。ま

ず、農地法第４条第１項第７号規定による転用届出の件について説明致します。番号１番、転

用届出地、大字市場□□□番地（田）２,１０３㎡、届出人、御所市□□□□□、一戸建専用

住宅への転用届出であります。平成２８年３月３１日に確認委員さんの藤岡委員さんに連絡致

しまして、事務局も現地を確認し、書類等も具備致しておりましたので、会長の承認を得まし

て専決処理を行ったものでございます。以上、農地法第４条関係１件の専決処分の事後報告で

ございます。続いて、議案書４ページをお願い致します。報告第２号、農地法第５条第１項第

６号規定による転用届出の件について説明致します。番号１番、転用届出地、東中二丁目□□
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□番地（田）１,０８２㎡、譲渡人、東中一丁目□□□□、転用届出地、東中二丁目□□□番

地（田）１,１３１㎡、譲渡人、東中一丁目□□□□、いずれも譲受人は橿原市（有）□□□

□□□□□□□、いずれも売買による所有権移転で、戸建専用住宅への転用届出であります。

平成２８年４月１日に確認委員さんの寺田委員さんに連絡致しまして、事務局も現地を確認し、

書類等も具備致しておりましたので、会長の承認を得まして、専決処理を行ったものでござい

ます。以上、第５条関係１件２筆の専決処分の報告でございます。 

議 長   ただ今、事務局より専決処分の報告第１号及び報告第２号の転用届出の報告がありましたが、

これらの件について何かご質問などございませんか。何かございましたら挙手でお願います。 

議 長   ご質問などがないようですので、報告第１号及び報告第２号を終わります。確認委員の藤岡

委員さん、寺田委員さんには大変お忙しい中、ご確認頂きましてありがとうございました。 

議 長   続きまして、議第５号、その他の３番、平成２８年度の目標及びその達成に向けた活動計画

（案）についてを議題と致します。事務局より説明を願います。 

事務局   議第５号、その他の３番、平成２８年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）につい

て説明させて頂きます。この件につきましては、先月の委員会で、藤本農政部会長よりご説明

頂きましたが、本来３月の委員会におきまして平成２７年度の活動計画の点検・評価と平成２

８年度の活動計画（案）の内容ついてご審議して頂き、３０日間ホームページ等に掲載して農

業者の方々から寄せられましたご意見などを点検、評価、活動に反映して、５月の委員会にお

諮りすることとなっておりますが、前回ご説明させて頂きましたように、平成２８年度の活動

計画の様式の内容が一部変更になるとの通知がありましたが、先月の委員会に間に合わず、今

月の委員会に再度お諮りさせて頂くこととなったところでございます。一部変更された内容の

詳細につきましては、お手元の活動計画の「Ⅰ、農業委員会の状況の１農家・農地等の概要」

について以前の様式をさらに詳細に細分されております。次に、次のページの「Ⅲ、新たな農

業経営を営もうとする者の参入促進」１「現状及び課題」の「新規参入の状況」欄及び２「平

成２８年度の目標及び活動計画」の「参入目標数」の欄が新たに追加されております。以前の

様式と比較しますと、一見大幅に変更されたように見受けられますが、これは表示方法と記載

されている位置が変わったもので、大半は以前と同じ内容となっておりますので、今一度お目

通し頂きまして、何かご意見等ございましたら事務局までご報告頂ければ、ご意見として盛り

込ませて頂きますのでよろしくお願い致します。 

議 長   ただ今、事務局より説明のあったとおりですが、この件につきまして何かご意見、ご質問等

ございませんか。 

（なしの声多数） 

議 長   異議なしとの声がありましたので採決致します。それでは、議第５号、その他の３番につい

て原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願い致します。 

（全員挙手） 

議 長   全員賛成ですので、議第５号、その他の３番については、市のホームページ等に３０日間掲

載し、農業者より意見を聴取し、点検・評価、活動計画等に反映し、６月の委員会においてお

諮りさせて頂きますのでよろしくお願い致します。なお、何かご意見等がございましたら事務

局まで早急にご連絡をお願い致します。 

議 長   議案審議につきましては以上でございますが、その他何かございませんか。他にないようで

すので、これで４月の定例委員会を終らせて頂きます。委員の皆様方には大変ご苦労様でした。 

 

議事録は、農業委員会等に関する法律第２７条により作成し、大和高田市農業委員会会議規則第８条の
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規定によりここに署名する。 

議  長  松田 榮義     

署名委員  森本 輝雄 

署名委員  藪内 聿彦 


